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○ 居宅介護支援費(Ⅱ)の要件 

問 115 情報通信機器の活用について、「情報通信機器」を具体的に示されたい。 

（答） 

・ 情報通信機器については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪

問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12

年３月１日老企第 36号）第３の７の「⑵ 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の

活用」において、情報通信機器（人工知能関連技術を含む）については、 

当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第 13 条に掲げる一連

の業務等の負担軽減や効率化に資するものとするが、具体的には、例えば、 

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを

備えたスマートフォン 

・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブ

レット 

等とする。 

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」等を遵守すること。 

としているところ。 

 

・ 具体的には、例えば、以下の目的や機能を有していることを想定しているが、情報通信

機器等を活用する場合については、その体制に係る届出書を提出することとしているた

め、これらの具体例を踏まえ、個々の状況等に応じて個別具体的に判断されるものである。 

 

＜例＞ 

 ○ 利用者に係る情報共有を即時、かつ、同時に可能とする機能や関係者との日程調整の

機能を有しているもの。 

○ ケアプラン等の情報をいつでも記録、閲覧できる機能を有しているもの。 
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